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これまでの議論を踏まえた方向性について（たたき台） 
 
○第１次中間取りまとめの位置付け 
・「船員養成の改革に関する検討会」は、平成３３年度（２０２１年度）から開始す

る海技教育機構第４期中期計画に向け、機構のあり方を議論することを最終的な

ゴールとして開催しているものであるが、「内航未来創造プラン」（平成２９年６

月）において指摘されている事項について、具体的な内容の検討を進めることに

より全体の作業を加速化することや、必要な財源確保の検討を少しでも前に進め

るため、まずできるところから議論を行ったところであり、ここまでの議論の到

達点として、第１次中間取りまとめを行うこととするもの。 
 
○内航新人船員の養成等の規模のあり方 
・JMETS の４級海技士の養成定員については、「内航未来創造プラン」において
「５００人を目指した段階的な拡大」としているところであるが、具体的には、

学校の配置の議論や内航船員の需給状況を見ながら、段階的に判断し、実施して

いくことが適当ではないか。 
・民間６級海技士の養成については、拡充が必要ではないか。 
・これらに関し、内航業界の協力のあり方について指摘もあったところ、本検討会

と並行して内航総連と JMETSの意見交換の場が設けられ、役割分担や協力関係
について議論が行われているところであり、４級海技士及び６級海技士の養成に

関する両者の連携につき、当該意見交換の場も含め、具体的に検討を進めていく

ことが適当ではないか。 
 
○教育内容の高度化等のあり方 
・これまで JMETSの海上技術学校・短期大学校においては航海・機関両用教育を
行ってきたが、卒業生の大多数が航海・機関のいずれかの職しか経験しない状況

下、教育の深度化、学生負担の軽減、練習船の余席の確保の観点から、海上技術

短期大学校については、航海・機関それぞれの専科教育に移行することが適当で

はないか。ただし、一部両用教育のニーズも残ることを踏まえ、反対部の教育を

受けることにより反対部の筆記試験免除を可能とするコースを設置したり、さら

に、一部には、これまでと同様の航機両用の資格を取得できるコースも残したり

することが適当ではないか。 
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○効率的な船員養成体制のあり方 
・活用可能な海上技術学校については、段階的に短大化することについて、地元関

係者等とよく相談しながら、検討を進めることが適当ではないか。 
・教育内容の高度化等のあり方も含め、JMETSの現場に過度な負担とならないよ
う、社船実習の拡大など、関係者が協力して支えていく努力をすることも必要で

はないか。 
 
○機構の必要な財源確保のあり方 
・実習生の個人経費の負担については、JMETSにおいて食料費の徴収について関
係者と調整が行われてきたとのことだが、食料費については、実習生は陸地から

隔離した特殊な環境下に置かれているなど様々な問題点について指摘があった。

また、同じ練習船の実習生の中には、いわゆる新３級の実習生のように必要な費

用を雇用主である船社が負担する者もおり、その他の実習生のように自ら負担し

なければならない者と混在している点にも留意が必要である。 
一方、JMETSの自己収入について、寄附金収入が少ないとの指摘もある。 
このため、まずは、JMETSにおいて、外部から新たな資金を獲得するため、

OB、関係業界や経済界一般等から寄附金等を募る努力を進めるべきではないか。 
また、食料費の問題とは別に、実習生個人の負担水準の議論はあり得るところ、

当面はクリーニング代等を負担してもらうこととし、その後は、寄附金等の募集

に関する JMETSの努力を前提とした上で、実習生に過度な負担とならないこと
に留意しつつ、JMETSにおいて関係者と調整しながら検討していくこととする
ことが適当ではないか。 

 



効率的な学校運営に関し、地元や学生の意向にも配慮した新たな工夫が出来ないか

海技学校の短大への重点化

航・機専科教育への移行

検討事項
クラス編成
教員の配置
実習機材の配置
等の見直しが必要

今後の進め方

学生の履修内容に関する志向性
卒業生の就職状況（航海・機関）の割合
両用教育のコースを残す

検討の方向性
両用教育のコースは特定の学校のみで残す等の様々な工夫

その他一部の学校で、特色ある教育内容に特化することも検討

関係団体や地元自治体等とよく相談

加藤委員からの宿題事項

より効果が高く、かつ、
効率にも留意した配置
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